
知 事 意 見（要 綱）

平成１６年 ３月２４日

真庭産業団地事業計画変更（企業誘致計画の変更）に係る環境影響評価実施計画
書について、久世町長、落合町長及び久米町長、関係地域住民並びに岡山県環境影
響評価技術審査委員会の意見を勘案し、慎重に検討した結果、意見は次のとおりで

環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）に反映させるとともに、調査、あるので、
予測及び評価の結果に基づき、当該事業に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減
するなど環境保全上必要な措置について特段の配慮を願いたい。

記

１．事業計画について
、 、誘致業種及び具体的な計画地への配置については 現段階で確定できないため

中国地方での企業立地状況等から想定しているが、環境影響評価を行う上での諸
元設定等に大きな影響があることから、準備書の作成に当たっては、その時点の
企業誘致状況等を十分に勘案した事業計画とすること。

２．環境影響について
、 、計画変更により 新たな環境影響の要因となる各事業所からの排水については

高度処理を備えた集合処理とすることが望ましいが、やむを得ず個別処理による
のであれば県内の他工業団地の放流水質等も参考の上、処理水質目標値の更なる
低減化について検討すること。
また、西谷川及び宿川は河川流量が少なく、排水による水質や水生生物への影

響が特に懸念されることから、放流先の水況を詳細に把握の上、水質等への影響
を最大限低減するような排水計画とすること。

３．調査、予測及び評価の手法等について
（１）当該環境影響評価は、上物計画の変更に係る環境影響を対象にしているもの

であるが、動植物等の自然環境への影響については、造成工事着手以降の環境
影響を総合的に勘案し事業全体としての環境影響の低減を図る必要がある。
従って、これまでの団地造成に係る環境影響を総括した上で、必要に応じて

移殖個体の生育状況等についての現地調査を実施し、その内容を準備書で明ら
かにすること。

当団地は、背後に山地が接する小盆地地形であり、更に、区画によっては周辺（２）

住居等と大きな標高差が生じる特殊な地形条件であることから、大気質や騒音等
の予測に当たっては、これら地形条件も十分に勘案したものとすること。

４．指摘事項について
別掲の指摘事項についてそれぞれ検討し、適切に対処されたい。



指 摘 事 項

１．環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
（１）大気環境

ア．大気質や騒音等の予測諸元として重要な燃料使用量や発生交通量等の設定
については、適切なものとなっているか、最新の企業誘致の状況等を十分に
勘案し検証すること。

イ．発生交通量については、当初環境影響評価から減少するため、大気質、騒
音及び振動への新たな影響が生じるおそれはないが、発生交通の一層の低減
化や分散化を図るよう検討し、その結果を準備書で明らかにすること。

ウ．バイオマス発電施設の導入が検討されているが、その詳細諸元を準備書で
明らかにすること。
また、当施設は、排出ガス量が多く山間部に位置することから、大気安定

度等の気象条件及び施設の最大負荷時条件を適切に設定し、短期的予測計算
を併せて実施しその影響を評価すること。
なお、ダイオキシン類の予測評価に当たっては定量的に実施すること。

（２）悪臭
導入予定の飼料肥料製造業について、その製造形態によっては、悪臭の発生

による周辺住居等への生活環境への影響が懸念されることから、類似事例にお
ける調査を行うなど、適切な発生源からの排出状況の把握や原単位設定を行う
とともに、原材料等の搬出入時の悪臭防止策についても十分に検討すること。

２．地域の景観の保全及び人と自然との豊かな触れ合いの確保
（１）動物及び植物

． 、 、ア 生物調査においては 前回アセスの環境保全目標との関連にも十分留意し
特に保全目標に設定した動植物の現状の把握については前回アセスにおける
確認地点のみならず、流域を中心とした評価が可能であるよう調査を実施す
ること。

イ．底生動物について、特に水生昆虫については幼虫での同定が困難な場合は
羽化後の成虫採取も実施すること。

（２）生態系
生態系の調査に当たっては、既存文献等から得られた情報から、地域の特徴

的な上位性種群、典型性種群等に絞った効果的な調査を実施すること。
なお、必要に応じ専門家の助言も仰ぐこと。

（３）景観
山林及び田園景観を中心とした地域に立地企業の建築物等が出現することか

ら、これら地域景観と調和するよう配慮することが重要である。
従って、各立地企業に対する建築物の設計等に当たっての景観方針を作成す

るなど、一定の意匠を担保した上で、適切に予測評価を実施するとともに、方
針の骨子を準備書で明らかにすること。
なお、調査･予測地点として、南区域が直線的に見渡せる 及び の中NO5 NO6

間地点を設定すること。

３．その他
卸売業に加え幅広く製造業を導入する誘致企業計画に変更するものであるこ

とから、地域住民の理解と協力が得られるよう、広く事業計画に関する情報を
準備書に掲載することはもちろんのこと、事業推進に当たっても十分に配慮す
ること。



真庭産業団地事業計画変更（企業誘致計画の変更）の概要及び
環境影響評価実施計画書の関係地域住民への周知結果について

１．事業の概要
(１)事業の名称

真庭産業団地事業計画変更（企業誘致計画の変更）

(２)事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
岡山県（岡山県知事 石井正弘、岡山市内山下二丁目４番６号）

(３)事業の目的
、 「 」本事業については 平成７年２月に 岡山県北流通センター建設事業に係る環境影響評価

の手続を完了し、平成１４年３月に造成工事を竣功している。
しかし、その後の社会情勢の変化により流通業のみを対象とした企業誘致が極めて厳しい

状況となり、製造業等を含めた幅広い企業誘致を進める方針に変更する必要が生じ、その事
業計画変更により、周辺環境への影響について当初環境影響評価から大きな変化が予想され
る。
このようなことから、本環境影響評価は、岡山県環境影響評価等に関する条例に基づき、

再度、環境影響評価手続を実施するものである。

(４)事業の種類
工業団地及び流通業務団地の造成を併せて実施する事業

(５)事業実施区域の位置
真庭郡久世町中原、大内原及び落合町西谷

(６)計画諸元

面 積（単位： ）ha
区 分 摘 要

北区域 南区域 計

施設用地 １７．７ １６．２ ３３．９ 北：１３区画、南：１８区画

道 路 １５．３ １１．３ ２６．６ 幹線道路、管理道路法面を含む

法 面 ２．２ ０．４ ２．６

公共用地 １．０ １．４ ２．４ 公園、水道施設

自然緑地 １２．９ ６．２ １９．１

その他 ２．３ ４．０ ６．３ 調整池、ため池、水路

合 計 ５１．４ ３９．５ ９０．９

（参考）

当 初 計 画 一部変更計画 今回事業計画変更

〈北区域〉 〈北区域〉 〈北区域〉
流通業 １３区画 流通業 １１区画 流通業 ３区画

製造業 ２区画 製造業 １０区画

〈南区域〉 〈南区域〉 〈南区域〉
流通業 １８区画 流通業 １６区画 流通業 ４区画

製造業 ２区画 製造業 １４区画

＊製造業業種は、食料品、 ＊製造業業種は、電気機械
木材･木製品、一般機械器 器具製造、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品、
具、金属製品を想定 家具･装備品、飲料･たばこ

、 （ ）･飼料 電気 ﾊﾞｲｵﾏｽ発電
を想定



２．関係地域住民への周知結果
(１)公告の方法
①日刊新聞紙への掲載

平成１６年１月８日：山陽新聞（真庭圏版、美作版）
②久世町、落合町、久米町広報誌への掲載

久世町広報誌 １月号（平成１５年１２月３１日発行）
落合町広報誌１２月号（平成１５年１２月１９日発行）
久米町広報誌１２月号（平成１５年１２月２０日発行）

(２)縦覧
①縦覧期間

平成１６年１月９日(金)～１月２３日(金)
②縦覧場所

岡山県商工労働部企業立地・物流推進課（岡山市内山下２－４－６）
真庭地方振興局総務振興部総務振興課（勝山町勝山５９１）
津山地方振興局総務振興部総務振興課（津山市山下５３）
久世町産業課（久世町大字久世２９２８）
落合町産業振興課（落合町大字垂水１９０１－５）
久米町住民課（久米町中北下１３００）

③縦覧者数
３名

(３)意見書の提出期間
平成１６年１月９日(金)～１月３０日(金)

(４)住民からの意見書提出数
０通


